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１ 策定の趣旨 

(1)  本市では、30 年間にわたり行財政改革に継続して取り組み、限られた人的・財政的

資源を有効に活用しながら、市民サービスの向上を推進してきました。 

(2)  一方、近年では、コロナ禍を契機にデジタル技術の急速な進展に伴う市民の生活様

式の変容等、社会情勢が大きく変化し、オンライン申請やコンビニ交付等、デジタル

化による市民サービスの見直しが社会全体に浸透してきました。 

(3)  また、働き方改革の推進を背景に、時代に適した行政運営を行うことがこれまで以

上に求められています。 

(4) 今後、人口減少や超少子高齢化の進行に加え、物価高騰、人件費や扶助費の増加

等、本市を取り巻く環境が一層厳しさを増す中にあっては、弾力性と持続性を兼ね備

えた小さなガバメント（※）への転換を図りながら、市民サービスを今の時代にふさわ

しい形に進化させていくことで、将来にわたり持続可能な行政経営を確立していくこ

とが必要となっています。 

（※）デジタル技術や民間活力の活用等により、限られた人的・財政的資源でも必要なサービスを安定的・効率的に提供できる行政運営の姿 

(5)  そのため、限られた財源でより投資効果を高めるための事業の選択と集中や業務の

効率化、財政運営の安定化、働き方改革の推進を基本として、市民サービスの質を維

持・向上させながら持続的な発展を目指す自治体経営を進めます。 

(6)  このような改革を、スピード感を持って着実に推進するため、「日立市行政経営改革

プラン」を策定します。 

 

２ プランの位置付け 

本プランは、現行の行財政改革大綱に代わる新たな計画として、本市が今後取り組む

行政経営改革に関する基本的な考え方や施策の体系を定めるものとします。 

  

３ 計画期間 

  社会経済情勢の急速な変化に柔軟かつ迅速に適応し、計画の実効性を高めるため、計画 

期間を2026（令和８）年度から2028（令和10）年度までの３年間とします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026 
(R8) 

2027 
(R9) 

2028 
(R10) 

総合計画        

行財政 

改革大綱 
       

行政経営 

改革プラン 
       

行政経営改革プラン 
2026(R8)年度～2028(R10)年度 

前期基本計画 
2022(R4)年度～2026(R8)年度 

後期基本計画 
2027(R9)年度～ 
2031(R13)年度 

基本構想 
2022(R4)年度～2031(R13)年度 

第 9次行財政改革大綱 
2023(R5)年度～2025(R7)年度 

第 8次 
行革 

（※）本プランは、本市の最上位計画である「日立市総合計画」の着実な実現に向け、施策・事業を効率的かつ効果的に実施するため、他

の個別計画と整合性を保ちながら一体的に推進します。 
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４ 推進体制及び進行管理 

(1)  推進体制 

本プランに基づく行政経営改革の各取組を迅速かつ着実に推進するため、市長を委       

員長とする「日立市行政経営改革委員会」において、取組内容を検討・調整し、推進状

況を管理します。 

また、両副市長及び部長等で構成する作業部会において取組の詳細を検討するほか、

市議会や、外部の有識者・各種団体の代表者等により構成する「日立市行政経営改革推

進会議」の意見等を取り入れながら改革を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 進行管理 

本施策に対する効果検証の結果や社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するため、ＰＤ

ＣＡサイクルによる検証に基づく進行管理を行い、市民の意見を伺いながら、必要に応

じて取組を見直します。 

また、行政経営改革の進捗状況について、市公式ホームページ上で公表し、透明性・

信頼性の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗状況等

の報告 

意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

日立市行政経営改革委員会 

委員長：市長 

副委員長：両副市長 

委員：特別職、部長等 

作業部会 両副市長、部長等 

 

事務局 総務部・市長公室 

庁内組織 外部組織 

日立市行政経営

改革推進会議 

市議会 

【有識者会議】 
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５ 本市の現状・課題 

(1)  人口減少・超少子高齢化 

本市においては、1983（昭和58）年をピークに総人口が減少傾向に転じており、年少

人口（０～14歳）及び生産年齢人口（15～64歳）が減少する一方で、老年人口（65歳以

上）が増加しています。人口減少が続くことで、本市の特長であるコミュニティ活動の

低下をもたらし、共助社会の構築にも影響を及ぼしています。 

そのような中、2025（令和７）年３月に「日立市人口ビジョン」を改訂し、2040（令

和22）年の目標人口を135,000人以上と設定するとともに、「第３期日立市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定し、地方創生・人口減少対策の各種施策を推進しています。 

引き続き、人口減少対策に重点的に取り組むとともに、今後も、税収の減少や社会保

障費の増大が見込まれることから、限られた人的・財政的資源を効果的に活用して、市

民サービスの質を維持・向上させるための施策を展開していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の将来における年齢別人口の推移 

 （人） 

193,353 
199,218 

193,129 
185,054 

174,508 

161,431 
151,940 

143,381 
135,719 

28,851 28,555 25,861 
21,621 

17,585 13,890 12,061 11,683 12,495 

132,610 129,113 

118,012 
108,148 

97,706 
90,623 

84,137 
76,132 

66,661 

31,874 
41,537 

48,620 
53,977 56,525 56,918 

55,742 55,566 56,563 
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(2) 財政状況 

本市では、社会保障関連経費である「扶助費」の恒常的な伸びに加え、物価の高騰や   

給与改定等による「物件費」や「人件費」の増加、公共施設の老朽化への対応などによ

り、義務的経費や経常的経費が年々増加傾向にあります。 

加えて、令和５年台風13号に伴う災害復旧費は、特別会計を含め、過去２年間で67億

円に上っており、さらに、2026（令和８）年度には93億円にまで達する見込みであるな

ど、本市の財政運営に大きな影響を及ぼしています。 

そのため、本市の財政状況を示す各種指標のうち、健全化判断比率については、財政

健全化法が施行された平成20年度以降、全ての年度において国の基準内ではあるものの、

財政構造の弾力性を表す「経常収支比率」について見ると、2023（令和５）年度に県内

で最も高い（悪い）99.8％となり、政策的・投資的経費に充当できる財源が経常的収入

のわずか0.2％という危機的状況に陥りました。 

2024（令和６）年度には、歳出増を上回る歳入増により、97.9％とやや改善したもの

の、依然として県内平均（93.1％）より高い状態が続いており、本市における財政の硬

直化が課題となっています。 

このような状況下においても、引き続き、質の高い市民サービスを安定的に提供し続

けるためには、「経常経費の徹底した見直し」や「事業の選択と集中」による財政規模の

適正化に努めるとともに、歳入面においても、新たな財源確保策などに積極的に取り組

むことで、健全財政を堅持しながら、持続可能な財政基盤を確立していくことが必要不

可欠です。 

 

 

  

（※1） コロナ禍における地方交付税等の増加により比率が改善 

（※2） 市税や地方交付税の増加により比率が改善 
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(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

〇囲いの数字は県内順位 

経常収支比率の推移 
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(3) 公共施設の状況 

本市の公共施設の多くは昭和30年代から昭和50年代にかけて整備されており、老朽化

に伴う維持補修・更新費用が今後集中することが予想されます。 

また、市域が南北方向に長く広がっているため、支所や学校、図書館、保育園、文化

施設、消防署等、公共施設を各地域に配置しており、運営に多くの人件費や借地料等の

維持費を要しています。 

そのため、平成25年度に、中長期的な視点による公共施設の総合的かつ計画的な管理

を推進するため「日立市公共施設マネジメント基本方針」を策定し、2040（令和22）年

度までに公共施設総量（延床面積）を15％削減する目標を掲げ推進してきましたが、統

廃合等の進捗は十分とは言えません。 

2023（令和５）年度末時点の人口一人当たりの延べ床面積（5.17㎡/人）も、全国平均

（3.90㎡/人）や県平均（3.56㎡/人）を大きく上回っており、今後は、「日立市公共施設

マネジメント基本方針」に基づき、「日立市営住宅ストック総合活用計画」等の推進を図

りつつ、他自治体の状況も参考にしながら、公共施設の総量と配置の適正化を着実に推

進していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

市有施設の延床面積の推移 

 

2015 
(H27) 

2016 
(H28) 

2017 
(H29) 

2018 
(H30) 

2019 
(R1) 

2020 
(R2) 

2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

（※）日立駅前大型商業施設（ヒタチエ［70,613㎡］）の取得による増加 

 

（※） 
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(4) 行政運営体制 

本市では、人口減少・超少子高齢化、防災・減災、環境問題、デジタル化等、多様化

する市民ニーズや国の政策動向等の新たな行政課題に対して、毎年度組織を見直し、適

切に対応してきました。 

また、職員数については、行財政改革における削減後も、業務量の変動や組織体制の

見直しに合わせて臨時的な雇用を図ることで増加しないよう、効率的かつ適正な人員配

置に努めてきました。 

今後は、全体予算に占める人件費の割合が高まりつつある中で、2040（令和22）年の

目標人口（135,000人以上）規模に見合った人員体制にする必要があります。 

そのため、限られた職員数でより効率的かつ効果的な行政運営の実現に向け、真に職

員が担うべき業務の明確化や業務改革の推進により、人口規模や市民ニーズを見据えた

組織の見直しを行うなど、簡素で効率的な組織体制の構築を進めていかなければなりま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規職員数及び部課数の推移 
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(5) 業務改革の推進 

 これまで本市では、市民サービスの向上を目的として、休日開庁や公共施設の無休化

等の取組を積極的に進めてきました。 

しかし、社会環境が急速に変化する中で、コロナ禍を経た生活様式の多様化などによ

り、市民のニーズやサービスの提供形態が大きく変化しており、個別の課題に対する部

分的な改善にとどまらず、業務プロセス全体を俯瞰して見直す視点が重要となっていま

す。 

また、今後の行政運営には、従来の延長線上ではなく、「行政でなければできない業

務」を見極めるとともに、必要性や効果の低い業務の廃止・縮小、民間活力の積極的な

導入、業務の標準化・共通化など、多様な手法を活用して改革に取り組むことにより、

将来にわたって質の高い市民サービスを提供していくことが求められています。 

さらに、本市では、株式会社日立製作所と連携する「共創プロジェクト」を通して、

分野横断的に社会的な課題の解決を目指しており、民間の知見と行政の連携による新た

な価値の創出につなげていくことが重要です。 

 

 

 

(6) 行政ＤＸの推進 

新型コロナウイルス感染症への対応では、効果的なデータ活用やオンライン会議の

導入が円滑に行えないなど、行政のデジタル化の遅れが明らかになりました。 

こうした課題を克服し、急速に進展するデジタル技術を有効に活用するためには、

ネットワークの再構築などデジタル基盤の強化が不可欠です。 

また、新しい働き方を支える原動力として、業務手法や職員の意識、組織文化をデ

ジタル化に合わせて、行政運営の在り方そのものを変革していくＤＸ（デジタル・ト

ランスフォーメーション）の推進が重要となっています。 

限られた人的・財政的資源を最大限に活用し、地域の実情や課題、市民ニーズを踏

まえ、どのような取組が必要かを市民とともに検討し、ＤＸの意義を共有しながら進

めていくことが求められます。 

その上で、デジタル技術やデータの利点を最大限にいかして業務の効率化を図り、

市民サービスの質と利便性の一層の向上につなげていくことが重要です。 
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６ 基本理念 

本市を取り巻く諸課題を踏まえ、本プランでは、変化の激しい社会経済情勢に柔軟に  

対応できる、弾力性のある小さなガバメントへの転換を図りながら、未来につなぐ持続可

能な行政経営を確立します。 

 

 

 

 

 

 

７ 基本方針・重点事項 

基本理念の実現に向けて、行政経営改革の方向性を明確化するため、次の３つの基本

方針と７つの重点事項を設定し、改革に取り組みます。 

本プランの推進に当たっては、「ひたちらしさ」をいかしながら、市民サービスの質の

向上と、持続的な発展の両立を目指す自治体経営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

重点事項１：行政ＤＸの推進 

急速に進展するデジタル技術を、高齢者を始め全ての世代が有効に活用できる環

境を整えるとともに、デジタル技術の活用と合わせて、業務手法や職員の働き方を

見直す業務改革を進め、より便利で分かりやすい、質の高い市民サービスを実現す

る行政ＤＸを推進します。 

 

重点事項２：民間活用の推進 

専門定型業務や公共施設の管理・運営等に関して、民間が保有する能力・ノウハ

ウの積極的な活用、コミュニティやＮＰＯ等との連携を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 基本理念 

未来につなぐ持続可能な行政経営の確立 

基本方針１：市民サービスの質の向上につながる業務効率化の推進 

市民サービスの質の向上を図るため、複雑化・多様化する行政ニーズに対

応しながら、生成ＡＩ等のデジタル技術や民間活力・ノウハウの活用等によ

る業務効率化に取り組みます。 
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重点事項３：事業の選択と集中による歳出の最適化 

事業の選択と集中の徹底による歳出の見直しを行うほか、公共施設の運営方法

（休館日等）や市民窓口休日開庁を見直します。 

 

重点事項４：公共施設保有量の最適化 

公共施設マネジメント中期行動計画の見直しを行い、本市の人口規模や利用実態

に即した統廃合や適正配置等による公共施設保有量の最適化を推進します。 

 

重点事項５：歳入の確保 

国・県補助金やふるさと寄附金等の財源を確保するとともに、使用料・手数料の

見直し等の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点事項６：人材・組織力の強化 

人口規模や社会環境の変化に応じた人材育成と柔軟な組織体制により、人材・組

織力の強化を推進します。 

 

重点事項７：市民サービスを支える働き方改革 

働き方の多様化や業務改革により、市民サービスの質を維持・向上させながら、

持続可能な行政運営を実現する職員の働き方改革を推進します。 

 

 

 

 

基本方針２：持続可能な財政基盤の構築 

持続可能な財政基盤を構築するため、徹底した事業の選択と集中、国・県

補助金やふるさと寄附金等の財源の確保、使用料・手数料や助成制度の見直

し等に取り組みます。 

基本方針３：人と組織をいかす働き方改革の推進 

人と組織の力を最大限に発揮できるよう、柔軟な組織体制の構築や人材育

成等を進めるとともに、限られた職員数でも持続的かつ安定的な行政運営を

実現できる働き方改革に取り組みます。 
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８ 推進項目 

７つの重点事項の下、行政経営改革の具体的な取組として、16の推進項目と31の実施

内容を定めます。 

 

基本方針１：市民サービスの質の向上につながる業務効率化の推進 

重点事項１：行政ＤＸの推進 

 

   
 

市民の利便性向上を図るため、窓口で書類を書かずにマイナンバーカードを活用し

て手続ができるシステムの導入や、スマートフォン等から申請・届出が可能なオンラ

イン手続の拡充を進めるなど、市民と行政との接点となる窓口（フロントヤード）の

利便性向上に取り組みます。 

実施内容

１ 

スマート行政サービスの推進 

市民への情報発信やコミュニケーション機能を充実させるととも

に、オンライン予約やキャッシュレス決済、デジタル通知・送金など、

スマートフォン等から誰もが簡単に手続ができる環境を整えます。 

 

実施内容 

２ 

ＡＩ電話対応サービスの導入 

ＡＩが担うコールセンターを設置し、市民からの定型的な問合せに

24時間対応できる体制を構築します。 

 

実施内容 

３ 

窓口ＤＸシステムの導入 

市民課等の窓口にタブレット型システム（窓口ＤＸシステム）を導

入し、書かないワンストップ窓口化を推進します。 

 

  
 

迅速かつ質の高い市民サービスを提供するため、庁内ネットワークの再構築や紙書

類の電子化を進め、職員が効率的に業務を行える環境を整備するなど、職員が担う内

部事務（バックヤード）の省力化・効率化に取り組みます。 

実施内容

４ 

ＤＸ基盤の構築 

行政事務におけるインターネットサービスの利用拡大や電子決裁

対象文書の拡充を見据え、庁内外から円滑に業務を行えるネットワー

ク環境を構築します。 

 

 

 

推進項目１：フロントヤード改革の推進 

推進項目２：バックヤード改革の推進 
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実施内容 

５ 

内部事務ＤＸの推進 

財務会計・文書管理・電子決裁システムの再構築や電子署名システ

ム等の導入を進め、業務プロセスを抜本的に見直します。 

 

実施内容 

６ 

オンライン申請と内部事務システムの連携 

オンライン申請システムと内部事務システムとのデータ連携環境

を構築します。 

 

   
 

全庁的に、ＲＰＡ（定型業務の自動化）やＡＩ－ＯＣＲ（手書き書類のデータ化）

等のデジタルツールを活用し、更なる業務の効率化を推進します。また、生成ＡＩや

チャット等の新たなデジタルツールの活用に取り組みます。 

実施内容

７ 

デジタルツールの活用 

ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲ等のデジタルツールの更なる活用を全庁的

に推進します。 

 

実施内容 

８ 

生成ＡＩの活用 

生成ＡＩを新たな労働力として位置付け、資料作成や調査・分析等

の様々な業務での活用を推進します。 

 

実施内容

９ 

業務用チャットの活用 

デジタル技術を活用した円滑なコミュニケーション環境を整備し、

情報共有の迅速化と打合せの効率化を図ります。 

 

実施内容 

10 

現地業務のデジタル化 

介護認定調査や災害時の現地調査等において、タブレット等を活用

した現地業務のデジタル化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進項目３：デジタルツールを活用した業務の効率化 
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重点事項２：民間活用の推進 

 

   
 

市民サービスの質の維持・向上と窓口業務の効率化を両立させるため、民間活力の

活用を推進します。 

実施内容

11 

窓口業務の民間委託推進 

市民サービスの質の維持・向上と業務効率化を図るため、窓口業務

の民間委託を推進し、職員がコア業務に専念できる体制を構築しま

す。 

 

   
 

公共施設の効率的かつ質の高い管理・運営を実現するため、民間の創意工夫やノウ

ハウの活用、コミュニティやＮＰＯ等との連携を推進します。 

実施内容 

12 

公共施設の民営化等の推進 

民間のノウハウ等を活用した効率的・効果的な施設運営体制の確立

を推進します。 

 

実施内容

13 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入・活用の推進 

民間の創意工夫と資金を活用し、効率的で質の高い公共サービスの

提供を推進します。 

 

基本方針２：持続可能な財政基盤の構築 

重点事項３：事業の選択と集中による歳出の最適化 

 

   
 

限られた財源を効果的に活用するため、事務事業・助成制度の選択と集中を推進し

ます。 

実施内容

14 

事務事業の点検・見直し 

全事務事業の目的や手順を点検し、改善効果が期待される事務事業

の見直しを推進します。 

 

実施内容 

15 

助成制度の見直し 

公益性・公平性・有効性等の観点から政策効果を評価し、助成制度

を見直します。 

   
 

推進項目４：民間活用による窓口業務効率化の推進 

推進項目５：民間活用による公共施設管理・運営の効率化 

推進項目６：事務事業・助成制度の見直し 
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施設運営の効率化と職員の働き方改革を推進するため、公共施設の運営方法（休館

日等）及び市民窓口休日開庁を見直します。 

実施内容

16 

公共施設の運営方法（休館日等）の見直し 

施設の適正な維持管理と職員の働き方改革を推進するため、主に年

末年始を除き無休となっている施設の休館日等を見直します。 

 

実施内容 

17 

市民窓口休日開庁の見直し 

各種証明書のコンビニ交付やオンライン手続の普及等を踏まえ、業

務効率化と職員の働き方改革の両立を図るため、休日開庁を見直しま

す。 

 

重点事項４：公共施設保有量の最適化 

 

   
 

人口減少や財政負担の増大が見込まれる中、将来にわたり持続可能な施設運営を実

現するため、計画的な施設再編・統廃合を推進します。 

実施内容

18 

公共施設マネジメントの再構築 

全ての公共施設を対象に利用実態や必要性等を評価し、その結果を

踏まえて公共施設マネジメント中期行動計画を見直し、統廃合や用途

廃止等を推進します。 

   

 
 

保有財産の効率的管理と財政負担の軽減を図るため、借地の縮減や未利用地の解消

を推進します。 

実施内容

19 

借地縮減の推進 

公共施設の適正配置の推進に合わせ、用途廃止に伴う未利用地の返

還や敷地の買収・交換等を進め、借地を縮減します。 

 

実施内容

20 

保有財産最少化の推進 

未利用地の売却や貸付への転換等により未利用状態を解消し、保有

財産の最少化を推進します。 

 

 

 

推進項目７：公共施設運営の最適化 

推進項目８：公共施設の適正配置 

推進項目９：借地縮減・保有財産最少化の推進 
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重点事項５：歳入の確保 

 

 
 

自主財源の確保を図るため、ふるさと寄附金や広告収入等の確保に向けた取組を推

進します。 

実施内容

21 

ふるさと寄附金・企業版ふるさと寄附金の一層の確保 

自主財源の拡充や地域の魅力向上を図るため、継続的なふるさと寄

附金及び企業版ふるさと寄附金の確保に向けた取組を推進します。 

 

実施内容 

22 

広告媒体の多様化による広告収入の確保 

多様な広告媒体を活用し、広告収入の確保に向けた取組を推進しま

す。 

 

   
 

公平性の確保と持続可能なサービス提供を図るため、使用料・手数料等を見直しま

す。 

実施内容

23 

使用料・手数料等の見直し 

受益者負担の適正化と公平性の確保を図るため、使用料・手数料等

を見直します。 

 

実施内容

24 

水道料金の見直し 

安心・安全な水道事業サービスを安定的に提供するため、経営基盤

強化に向けて水道料金を見直します。 

 

基本方針３：人と組織をいかす働き方改革の推進 

重点事項６：人材・組織力の強化 

 

   
 

人口規模や業務量の変化に対応できる柔軟な組織体制の構築を推進します。 

実施内容

25 

組織・機構の見直し 

人口規模やＤＸの進展を踏まえた効率的な組織・機構の構築と、グ

ループ制の導入など横断的な連携強化を推進します。 

 

 

 

推進項目 10：多様な収入源の確保 

推進項目 11：受益者負担の適正化 

推進項目 12：組織・機構のスリム化 
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市民サービスの質を維持・向上させながら、職員数の適正化を推進します。 

実施内容 

26 

職員数の適正化・適正配置 

将来の人口規模を見据えた持続可能な自治体運営を図るため、正規

職員及び会計年度任用職員の職員数の適正化・適正配置を推進しま

す。 

 

   
 

経営的思考を持ち、業務改革に主体的に取り組む職員と組織の育成を推進します。 

実施内容

27 

職員の意識改革 

経営的視点を養う職員研修を実施することにより、行政経営を担う

職員の改革意識を醸成します。 

 

実施内容 

28 

職員採用の多様化 

多様な人材を確保するため、柔軟な採用手法の導入やインターンシ

ップの活用を推進します。 

 

重点事項７：市民サービスを支える働き方改革 

 

   
 

職員が能力を十分に発揮できる環境を整備し、柔軟で効率的な働き方を推進します。 

実施内容 

29 

多様な働き方の推進 

フレックスタイム制や時差出勤、テレワーク、兼業等を活用し、職

員が多様な働き方の中で地域貢献活動等に能力を発揮できる環境を

整備します。 

 

実施内容 

30 

時間外勤務の縮減・休暇等の取得促進 

ワーク・ライフ・バランスの推進と職員の能率向上を図るため、時

間外勤務の縮減と年次休暇及び育児休業の取得を推進します。 

 

   
 

市民サービスの質の維持・向上と業務効率化の両立を図るため、窓口受付時間を見

直します。 

実施内容

31 

窓口受付時間の見直し 

オンライン手続の普及等を踏まえ、市民サービスの質の維持・向上

と業務効率化の両立を図るため、窓口受付時間を見直します。 

推進項目 13：職員数の適正化 

推進項目 14：人材育成・組織育成の推進 

推進項目 15：多様な働き方の推進 

推進項目 16：窓口受付時間の見直し 
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９ プランの体系 

基本理念 

未来につなぐ持続可能な行政経営の確立 

 

基本方針１ 市民サービスの質の向上につながる業務効率化の推進 
    

 重点事項１  推進項目１ フロントヤード改革の推進 

 
行政ＤＸの推進 

  １ スマート行政サービスの推進 

   ２  ＡＩ電話対応サービスの導入 

    ３ 窓口ＤＸシステムの導入 

   推進項目２ バックヤード改革の推進 

    ４ ＤＸ基盤の構築 

    ５ 内部事務ＤＸの推進 

    ６ オンライン申請と内部事務システムの    

  連携 

   推進項目３ デジタルツールを活用した業務の効率化 

    ７ デジタルツールの活用 

    ８  生成ＡＩの活用 

    ９ 業務用チャットの活用 

    10 現地業務のデジタル化 

 重点事項２  推進項目４ 民間活用による窓口業務効率化の推進 

 
民間活用の推進 

  11 窓口業務の民間委託推進 

  推進項目５ 民間活用による公共施設管理・運営の効率化 

    12 公共施設の民営化等の推進 

    13 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入・活用の推進 
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基本方針２ 持続可能な財政基盤の構築 
    

 重点事項３  推進項目６ 事務事業・助成制度の見直し 

 事業の選択と集中に 

よる歳出の最適化 

  14 事務事業の点検・見直し 

   15 助成制度の見直し 

   推進項目７ 公共施設運営の最適化 

    16 公共施設の運営方法（休館日等）の見直し 

    17 市民窓口休日開庁の見直し 

 重点事項４  推進項目８ 公共施設の適正配置 

 公共施設保有量の 

最適化 

  18 公共施設マネジメントの再構築 

  推進項目９ 借地縮減・保有財産最少化の推進 

    19 借地縮減の推進 

    20 保有財産最少化の推進 

 重点事項５  推進項目10 多様な収入源の確保 

 
歳入の確保 

  21 ふるさと寄附金・企業版ふるさと寄附金の一層 

の確保 

    22 広告媒体の多様化による広告収入の確保 

   推進項目11 受益者負担の適正化 

    23 使用料・手数料等の見直し 

    24 水道料金の見直し 
     

基本方針３ 人と組織をいかす働き方改革の推進 
    

 重点事項６  推進項目12 組織・機構のスリム化 

 人材・組織力の 

強化 

  25 組織・機構の見直し 

  推進項目13 職員数の適正化 

    26 職員数の適正化・適正配置 

   推進項目14 人材育成・組織育成の推進 

    27 職員の意識改革 

    28 職員採用の多様化 

 重点事項７  推進項目15 多様な働き方の推進 

 市民サービスを支える

働き方改革 

  29 多様な働き方の推進 

   30 時間外勤務の縮減・休暇等の取得促進 

   推進項目16 窓口受付時間の見直し 

    31 窓口受付時間の見直し 
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(1)  行政経営改革プランの策定経過 

年月日 行政経営改革委員会
（市） 

行政経営改革推進会議 
（有識者等） 市議会 

令
和
６
年 

12月 

３日 準備委員会設置   

16日 準備委員会（第１回）   

令
和
７
年 

２月 

12日 準備委員会（第２回）   

19日   各常任委員協議会 

４月 １日 委員会設置   

５月 

20日 委員会（第１回） 
（プランの方向性）   

29日   各常任委員協議会 

６月 

13日  推進会議設置  

19日   各常任委員協議会 
（プランの方向性） 

７月 

８日  推進会議（第１回） 
（プランの方向性）  

23日 委員会（第２回）   

８月 

４日  推進会議（第２回）  

21日   各常任委員協議会 

11月 

10日 委員会（第３回） 
（プラン骨子案・素案） 

  

14日  推進会議（第３回） 
（プラン骨子案）  

20日   各常任委員協議会 
（プラン骨子案） 

12月 

５日  推進会議（第４回） 
（プラン素案）  

11日   各常任委員協議会 
（プラン素案） 

令
和
８
年 

２月 

３日 委員会（第４回） 
（プラン案）   

６日  推進会議（第５回） 
（プラン案）  

18日   各常任委員協議会 
（プラン案） 
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(2) パブリックコメント 

ア 目 的 

「日立市行政経営改革プラン」の策定に当たり、広く市民等から意見を募集し、  

政策形成過程における公正性及び透明性を確保する。 

  イ 募集期間 

令和７年 12月 15日（月）から令和８年１月 13日（火）まで（30日間） 

  ウ 募集方法 

市役所（行政経営課・１階情報センター）、各支所・出張所及び各交流センターに 

「日立市行政経営改革プラン」の素案及び概要版を備え付け、市民等から意見を募集 

※広報ひたち（12月号）、市ホームページ、市ＳＮＳ（Facebook、Ｘ、ＬＩＮＥ）、

デジタルサイネージに募集記事を掲載 

  エ 応募者数及び件数  17人（31件） 

  オ 応募方法 

意見回収箱 電子メール 電子申請システム 合計 

６人 １人 10人 17人 

カ 意見者の属性 

   (ｱ) 性別 

男性 女性 未回答 合計 

９人 ５人 ３人 17人 

    (ｲ) 年代 

 

  

30代 40代 60代 70代 80代 未回答 合計 

２人 ３人 ４人 ４人 ３人 １人 17人 
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キ 意見の分類 

項 目 意見数 

プラン全体に関すること       ４件 

推進体制及び進行管理に関すること       １件 

本市の現状・課題に関すること       ４件 

具体的な取組に関すること      １８件 

（重点事項１）行政ＤＸの推進      （２件） 

（重点事項２）民間活用の推進      （５件） 

（重点事項３）事業の選択と集中による歳出の最適化     （１件） 

（重点事項４）公共施設保有量の最適化     （８件） 

（重点事項５）歳入の確保     （１件） 

（重点事項６）人材・組織力の強化     （１件） 

（重点事項７）市民サービスを支える働き方改革      （０件） 

その他       ４件 

合 計      ３１件 

 

ク プラン案への反映状況 

区 分 意見数 

プラン案に意見を反映するもの       ２件 

既に意見の趣旨がプラン案に含まれているもの ２１件 

プラン案は修正しないが、今後の参考とするもの         ３件 

その他（意見募集の趣旨と異なるもの、質問等） ５件 

合 計 ３１件 
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(3) 日立市行政経営改革推進会議要綱 

 

（趣旨） 

第１条 人口減少・超少子高齢化、物価高騰や賃金上昇に伴う人件費・扶助費の増加等    

の社会経済情勢の変化に対応した持続可能な日立市の行政経営の確立に向けて、市民  

の意見を反映した行政経営改革プランを策定するとともに、この実施状況について必 

要な助言等を受けるため日立市行政経営改革推進会議（以下「推進会議」という。） 

を置く。 

（組織） 

第２条 推進会議は、委員 20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、３年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠    

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第３条 推進会議に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

（任務） 

第４条 推進会議は、行政経営改革プランの策定及びその推進について必要な助言等を  

行う。 

（会議） 

第５条 推進会議は、必要に応じて市長が招集し、委員長が議長となる。 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、総務部行政経営課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別  

に定める。 
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(4) 日立市行政経営改革推進会議委員名簿 

 （順不同・敬称略） 

No. 区 分 所 属（役 職 等） 氏 名 備 考 

１ 

学識経験者 

国立大学法人茨城大学 学術研究院 
応用理工学野 都市システム工学領
域 教授 

平 田 輝 満 委員長 

２ 
公益社団法人 茨城県栄養士会 
事務局長 

櫛 田 浩 司  

３ 
茨城キリスト教大学 経営学部 

教授 
栗 原 正 樹  

４ 

産
業 
関
係 

民間企業 

株式会社日立製作所 日立事業所 
エネルギー総務部 総務グループ 
部長代理 

高 倉 拓 真  

５ 
社会保険労務士法人 葵経営 
執行役員 

皆 川 摩 澄  

６ 商工団体 日立商工会議所 副会頭 
弓 野 博 司 
（小 泉 裕 樹） 

 

７ 
勤労者 
団体 

一般社団法人 日立市勤労者協議会 
会長 

長 山 和 幸  

８ 
市
民
活
動
関
係 

市民活動
団体 

日立市コミュニティ推進協議会  
会長 

鈴 木 東 男 副委員長 

９ 
福祉・ 
女性団体 

日立市福祉団体連絡協議会 
会長 

氏 家 義 三  

10 

市民委員 

石 川 あゆみ  

11 皆 川 泰 子  

（  ）内は前任者 
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(5) 日立市行政経営改革委員会規程 

 

(設置) 

第１条 行政経営改革の推進を図るため、日立市行政経営改革委員会(以下「委員会」   

という。）を置く。 

(所掌事項) 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 行政経営改革プランの策定及び実施に関すること。 

(2) その他行政経営改革に係る重要事項に関すること。 

(組織) 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。 

３ 委員は、公営企業管理者、教育長、常勤の監査委員、部長（市長公室部長及び都  

市建設部部長を除く。）、会計管理者、消防長及び議会事務局長をもって充てる。 

４ 委員長は、前項に定める者のほか、必要があると認める職員を委員とすることが 

できる。 

(委員長及び副委員長) 

第４条 委員長は、委員会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名

する副委員長が、その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。 

(庶務) 

第６条 委員会の庶務は、総務部行政経営課において処理する。 

(委任) 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 

別に定める。 
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(6) 日立市行政経営改革委員会委員名簿 

  

 

 

No. 役 割 役 職 氏 名 

１ 委員長 市長 小 川 春 樹 

２ 副委員長 副市長 梶 山 隆 範 

３ 副委員長 副市長 𠮷 成 日出男 

４ 委員 公営企業管理者 岡 部 和 彦 

５ 委員 教育長 折 笠 修 平 

６ 委員 監査委員 橋 本 仁 一 

７ 委員 市長公室長 大 窪 啓 一 

８ 委員 総務部長 七 井 則 之 

９ 委員 市民生活環境部長 菊 池   誉 

10 委員 保健福祉部長 松 本 正 生 

11 委員 都市建設部長 黒 澤 亮 一 

12 委員 産業経済部長 鎌 田 裕一郎 

13 委員 共創プロジェクト推進本部部長 小 山   修 

14 委員 会計管理者 宮 田 貴 史 

15 委員 企業局上下水道部長 澤 畑 智 宏 

16 委員 消防長 小 林   篤 

17 委員 議会事務局長 川 野 英 一 

18 委員 教育部長 作 山 直 弘 
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